
 

 

鉄南保育園重要事項説明書 

１  運 営 主 体 （ 事 業 者 の概 要 ）  

事業 者の 名 称  社 会 福祉 法 人  竜 谷 保育 会  

事業 者の 所 在 地  帯 広 市東 ３ 条 南５ 丁 目 ５ 番地  

事業 者の 連 絡 先  ０ １ ５５ － ２ ３－ ３ ７ ２ ０  

代表 者氏 名  理 事 長  仲 尾  信 博  

 

２  保 育 所 の概 要 、目 的 及 び運 営 の方 針  

 

３  施 設 の概 要   

敷地  
敷地 全体  ２ ， ２９ ７ ． ２ ㎡  

園庭  ７ ９０ ． ０ ㎡  

園舎  
構造  鉄筋 コ ン クリ ー ト 造 り 地 下 １ 階付 ３ 階建 て  

延べ  １ ， ５７ ３ ． ０ ㎡  

施設 の名 称  鉄南 保 育 園  

施設 の所 在 地  帯広 市 西 ９ 条 南 １ ４ 丁 目 ２番 地  

連絡 先  
電 話 番号   ０１ ５ ５ －２ ４ － ５ ０ ５９  

Ｆ Ａ Ｘ番 号  ０１ ５ ５ －２ ４ － ５ ５ ９１  

管理 者（ 施設長 ）氏 名  園 長  前 原  匡宏   

開設 年月 日  昭和 ２ ５ 年 ９ 月 １ 日  

利用 定員  

０歳 児  １歳 児  ２ 歳 児  ３歳 児  ４ 歳 児  ５歳 児  合計  

12 人  24 人  24 人  30 人  30 人  30 人  150 人  

支給 認定 区 分  ２ 号（ 満 ３ 歳 以上児 ）   ３ 号 （ 満 ３ 歳 未 満 児）  

事業 の目 的  

社 会 福 祉 法 人 竜 谷 保 育 会 が 設 置 す る 鉄 南 保 育 園 が 行 う  

特 定 教育・保 育施設 の 適正な 運 営 を確保 す るた め に 人 員及 び

管 理 運営 に 関 する 事 項 を定め 、当 園を 利 用する 小 学 校 就学 前  

の 子 ども 及 び その 保 護 者に 対 し 、 適 切な 保 育を提 供 す るこ  

と を 目的 と し ます 。  

運営 方針  

い の ちを 大 切 に、 生 き てい る 喜 び を 感じ 、 ともに 育 ち あう  

と い う「 ま こ との 保 育 」を 推 進 し 良 質で 適 切な内 容 の 保育  

を 提 供す る こ とに よ り 、す べ て の 子 ども が 健やか に 成 長す  

る た めの 環 境 が等 し く 確保 さ れ る こ とを 目 指しま す 。  

 保 育 の 提 供 に 当 た っ て は、 子ど も の最 善 の 利益 を 考 慮し、  

そ の 福祉 を 積 極的 に 増 進す る た め 、 入園 児 の意思 及 び 人格  

を 尊 重し た 保 育を 提 供 する よ う 努 め ます 。  

当 園 は、 入 園 児の 家 庭 及び 地 域 と の 結び つ きを重 視 し た運  

営 を 行う と と もに 、 そ の支 援 を 行 い 、小 学 校等の 関 係 機関  

と の 密接 な 連 携に 努 め ます 。  

 



 

 

４  主 な設 備 の概 要   

設  備  部屋 数  備  考  

乳児 室  ２室   １階  

ほふ く室  ２室    １ 階  

保育 室  ７室    １ 階 ： ２ 室（ ２ 歳 児 ）  ２ 階 ： ５ 室 （ ３ ～ ５ 歳児 ）  

遊戯 室  １室   １階  

調理 室  １室   １階  

事務 室  １室   １階  

保育 士休 憩 室  １室    ２ 階  

プレ イル ー ム  １室   ２ 階  

 

 

５  職 員 体 制  

職  種  員  数  常  勤  非常勤  職務 の 内 容  

園長  １人  １人   

保 育 の 質 及 び 職 員 の 資 質 向 上 に 取 り 組

む と と も に 、 職 員 の 管 理 及 び 業 務 の 管

理 を 一元 的 に 行 い ま す 。  

主任 保育 士  １人  １人   
園 長 を 補 佐 し 、 保 育 内 容 に つ い て 保 育

士 を 統括 し ま す 。  

副主 任保 育 士  ３人  ３人   

保 育 に 従 事 し 保 育 計 画 の 立 案 、 実 施 、

記 録 及 び 家 庭 と の 連 絡 等 の 業 務 を 行 う

と と も に 、 主 任 保 育 士 を 補 佐 し 保 育 の

充 実 に努 め ま す 。  

保育 士  ３６人  １７ 人  １７ 人  

保 育 に 従 事 し 保 育 計 画 の 立 案 、 実 施 、

記 録 及 び 家 庭 と の 連 絡 等 の 業 務 を 行 い

ま す 。  

調理 員  ４人  ２人  ２ 人  

給 食 の 調 理 、 食 品 の 調 達 計 画 と 受 け 払

い 、 調 理 室 及 び 食 品 庫 等 の 管 理 そ の 他

給 食 に関 す る 業 務 を 行 い ます 。  

事務 員  

その 他  
１人  １人   

建 物 、 備 品 の 保 全 管 理 、 経 理 事 務 、 物

品 の 調達・受 払 い、文 書 の 収 発 、整 理 、

関 係 機 関 と の 連 絡 そ の 他 庶 務 に 関 す る

業 務 を行 い ま す 。  

清掃 員  ２人   ２ 人  園 内 外の 清 掃 業 務 を 行 い ます 。  

嘱託 医  
内科 医 一 法 人  

歯科 医 １ 人  

子 ど も の 健 康 診 断 と 保 健 衛 生 の 指 導 に

関 す る業 務 を 行 い ま す 。  



 

 

 

 

６  提 供 する特 定 教 育 ・ 保 育 の内 容  

 児 童福 祉 法 、子 ど も ・子育 て 支 援 法 、 そ の 他関 係法 令 等を 遵 守し 、 保 育 所保 育 指針  

 及 び当 園 の 保育 課 程 に沿っ て 、 入 園 児 の 心 身の 状況 に 応じ た 保育 を 提 供 しま す 。  

 

７  賠 償 責 任 保 険 の加 入 状 況  

加入 保険 の 種 類  災害共 済 給 付 制度  社 会 福祉 施 設 総合 損 害 補 償  個 人 情報 漏 洩 保険  

加入 保険 の 内 容  
負傷・疾 病・障 害  

死亡  

対 人 賠償 (１名 ・ １ 事 故 ) 

対 物 賠償 (１事 故 ) 

１ 請 求に つ き  

 

補償 金額  
最高  

３， ７７ ０ 万 円  
最 高 ７億 円  １ 千 万円  

 

８  要 望 ・ 苦 情 等 の対 応  

 

要望 ・苦 情 等 を受 け 付 けた場 合 に は 、迅 速 かつ適 切 に 対 応 し ます 。  

また その 内 容 を記 録 し 、帯広 市 か ら の指 導 または 助 言 を 受 け た場 合 に は 、 必 要 な  

改善 を行 い ま す。  

  

 

９  虐 待 防 止 のための措 置  

 

園 児の 人 権 擁 護と 虐 待 防 止 を 図 る ため 、 市 こど も 虐 待 対 応 マ ニ ュ ア ル に 沿 っ た 対 応 に

努 めま す 。 ま た、 必 要 な 体 制 の 整 備を 行 い 、職 員 研 修 の 実 施 、 虐 待 の 早 期 発 見 、 未 然

防止 に必 要 な 措置 を 講 じます 。  

 

 

１ ０  おあずかりする時 間  

 

 ・ 開園 時 間     午前７ 時 ～ 午 後 ７ 時  

 ・保 育 時間     保 育 標 準 時 間   午 前７時 ０ ０ 分 ～ 午 後６ 時 ０ ０分（ １１ 時間） 

          保育短 時 間    午前８ 時 ００ 分～ 午 後４時 ０ ０ 分（  ８ 時間） 

 ・ 延長 保 育 時間   保育標 準 時 間   午後６ 時 ００ 分～ 午 後７時 ０ ０ 分  

          保育短 時 間    午前７ 時 ００ 分～ 午 前８時 ０ ０ 分  

                  午後４ 時 ０ ０ 分 ～午 後７ 時 ０ ０ 分  

 ・ 保育 園 の 休園 日  日曜日  

          祝日・ 振 替 休 日  

          １２月 ２ ９ 日 ～ １ 月 ３ 日  

 



 

 

 

 

１ １  保 育 料 ・ 給 食 費  

 

 ・ ３歳 未 満 児の 保 育 料（給 食 費 含 む ） は 月 の末 日ま で に納 入 して い た だ きま す 。  

 ・ ３歳 以 上 児の 保 育 料は無 料 で す が 、 給 食 費と して 月 額５ ， １０ ０ 円 を 納入 い ただ  

きま す。 納 入 方法 は 「 ゆうち ょ銀 行 」の 口座 引落 とな り ま す 。  

 ・ 給食 費 は 途中 入 園 ・退園 時 、 及 び ６ 日 開 園日 以上 長 期欠 席 で３ 開 園 日 前に 申 請が  

  あっ た 場 合は 、 日 額２０ ４ 円 を 減 額 調 整 しま す。  

 ・ 保育 料 や 給食 費 は 、世帯 の 市 民 税 額 に よ って 決め ら れま す 。  

 

 

１ ２  入 園 、退 園  

 

 ・ 帯広 市 が 行う 利 用 調整に よ っ て 入 園 を 決 定し ます 。  

 ・ 入園 要 件 に変 更 の あった 場 合 は 、 保 育 園 に必 ずお 知 らせ く ださ い 。  

  （勤 務 先 の変 更 、 出産、 病 気 、 入 院 、 失 業、 就労 、 介護 な ど）  

 ・ 退園 す る 時は 「 退 園届」 を 保 育 園 に 提 出 して くだ さ い。  

 ・ 入園 要 件 を満 た さ なくな っ た 場 合 に は 、 退園 に至 る こと も あり ま す 。 なお 、 求職  

中の 場合 に は 、最 大 ２ ヶ月間 入園 す るこ とが 可能 です 。  

 

 

１ ３  危 機 管 理 体 制  

 

 ・ 防災 対 策  

   非 常 災 害に 備 え て月 1 回の 避 難 訓 練 を実施 し て います 。  

   業 者 に よる 消 火 器・消 防 用 設 備 の 定 期 点検 を実 施 して い ます 。  

   災 害 の 発生 と 同 時に広 域 避 難 場 所 に 移 動し 、そ の 後の 災 害の 規 模 や 状況 、 各方  

面の 指示 に よ っ て は 指 定 避難 所へ 移 動し ます 。  

  広域 避 難 場 所     グ リ ン パ ー ク 北 部  

  指定 避 難 所      花 園 小 学 校  

＜管 轄す る 消 防 署 ＞    帯 広 消 防 署 柏 林 台 出張 所  

＜管 轄す る 警 察 署 ＞    帯 広 警 察 署 西 ５ 条 交番  

 

 

１ ４  健 康 診 断  

 

 ・ 定期 健 康 診断 （ 年 ２回）  

   ＜ 業 務 委託 先 ＞      十 勝勤 労者 医療 協会 医 師  

 ・ 歯科 検 診 （４ ・ ５ 歳児  年１ 回 ）  

   ＜ 業 務 委託 先 ＞      た けし げ歯 科医 院  

 ・ 巡回 歯 磨 き指 導 （ 年１回 ）  

               十 勝歯 科医 師会 ・十 勝 歯 科 衛生士 会  

 

 



 

 

 

 

１ ５  緊 急 時 における対 応  

 

 保 育中 に 園 児の 健 康 状態の 急 変 、 そ の 他 緊 急事 態が 生 じた 時 は、 速 や か に園 児 の家  

族な どに 連 絡 する と と もに、 十 勝 勤 医協 帯 広病院 医 師 等 、 又 は園 児 の 主 治 医 に 相 談  

する 等の 対 応 をし ま す 。  

 

 

１ ６  個 人 情 報 の守 秘 義 務  

 

 職 員及 び 職 員で あ っ た者が 知 り 得 た 子 ど も 及び その 保 護者 に 関わ る 個 人 情報 に つい  

ては 、法 令 に よる 場 合 を除き 、 保 護 者の 同 意を得 ず に 第 三 者 へ提 供 す る こ と は あ り  

ませ ん。  


